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実現に向けた展開

第４章
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駅前街区はまちづくりの方向性を踏まえ、駅前の利便性の向上と、地域コミュニテ
ィの形成に寄与することが求められます。また、社会実験やこれまでのまちづくりワ
ークショップでは飲食の場の充実や子育て世代のコミュニティの場などの必要性が挙
げられていました。エリアの核となる駅前の土地利用の具体化に当たっては、中心と
なる商業機能や交流機能などが求められます。

【駅前街区の機能イメージ】

（１）駅前街区

写真　買い物施設や飲食店などの
商業機能のイメージ

写真　多世代が集まり交流できる
　　　　　機能のイメージ
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第　��章

４ー１　土地利用

●			買い物施設や飲食店などの商業機能
●				多世代が集まり交流できる機能
							例）オープンスペースなどを活用したイベントの開催 /コミュニティスペースなどでの交流
●			生活利便性の高い駅前居住機能
●			交流の拠点にふさわしい地域の情報発信機能
			　例）情報発信スペースによる地域の魅力発信

など

期待される機能

中心となる機能

駅前の生活利便性を向上する商業機能
地域コミュニティの拠点となる交流機能

中心となる機能

期待される機能

実現に向けた展開４
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駅前街区は、通勤通学や買い物などの日常利用等
で地域住民や来街者が利用する地区の玄関口です。
また、札幌市立地適正化計画で定められた集合型都
市機能誘導区域、都市機能誘導区域にあり、鉄道及
び道路の両方からアクセス可能な大街区であること
から、様々な活用可能性が考えられます。
当街区は民有地であることを踏まえ、地権者と駅
前エリアのまちづくりの方向性の共有と協議によ
り、駅前の利便性を向上する商業機能や交流機能等、
地域の拠点機能の向上に繋がる機能の導入を目指し
ます。
加えて、駅前広場に直接面するという立地等から、
駅前にふさわしい顔づくりと当該広場と連携したフ
レキシブルな空間の可能性を検討します。

図　駅前街区と東口駅前広場
の関係性

図　駅前街区

半径400m半径400m半径400m
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[ 検討事項 ]
●			地域交流拠点等開発誘導事業等の活用（容積率の最高限度の割増、事業費の補助など）
●			「札幌市立地適正化計画」の考え方や「札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管
理に関する基本的方針」などを考慮したまちづくりの総合的検討

●　篠路郵便局

上篠路公園
●　

●
篠路高洋
保育園

●篠路出張所

●篠路神社

柏葉荘
●

篠路コミュニティ
センター
●　

●　篠路駅前南公園

土地区画整理
事業区域

市有地Ａ

市有地Ｂ

市有地Ｃ

東
８
丁
目
・
篠
路
通

横新道

篠路駅東通

篠路駅西通

篠
路
駅
中
央
通
（
花
畔
札
幌
線
）

旧
琴
似
川

駅前街区
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篠路駅東口駅前に広場を作る社会実験「シノロリビング」を開催！
- column -

夜間はライトアップ！
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Vol. １は令和３年秋に実施し、どのような空間があれ
ば地域の皆さんがくつろぎ、利用してもらえるか検証を
行うため、「まずはやってみよう！」と、キッチンカー
とテーブルと椅子の設置、地域住民によるパネル展示な
どで空間を設え、社会実験を始動しました。
全 8日間で延べ約４００人の方に来場いただき、特に
キッチンカーは多くの方々に利用いただきました。 “気
軽な飲食の場 ”や “ 交流する場 ”の需要は地域の中に潜
在的にあること、出店者からは空間デザインの重要性の
声などを確認することができました。

【　概　要　】
実施期間　●　2021 年 10 月 31 日〜 11月 7日　

（計８日間）
実施場所　●　北区篠路３条７丁目内の空き地
実施内容　●　可動テーブル、可動椅子を設置し

た広場空間づくり、キッチンカー
、組立て和室ワークショップ、地
域住民による展示

実施主体　●　札幌市

ば地域の皆さんがくつろぎ、利用してもらえるか検証を
行うため、「まずはやってみよう！」と、キッチンカー
とテーブルと椅子の設置、地域住民によるパネル展示な
どで空間を設え、社会実験を始動しました。

キッチンカーは多くの方々に利用いただきました。
軽な飲食の場 ”や
在的にあること、出店者からは空間デザインの重要性の

＼　令和
３年秋開

催　／

シノロリ
ビング

Vol. １

54



４

実
現
に
向
け
た
展
開

４

実
現
に
向
け
た
展
開

地域協議会や検討委員会での ”子どもや高齢者などの居場所づくり ”、” コミュニティづくり ”、” 少しずつ街を
変えていく仕組の必要性 ”に係るご意見を踏まえて、篠路駅周辺地区において、地域が求める駅前空間の実現に向
け、駅周辺の民地をお借りし、広場をつくる社会実験を本計画策定までに計２回実施しています。

＼　令和４年夏開催　／シノロリビングVol. ２

移動本屋
＼　　　

／
組み立て

和室
＼　　　

　　��　
／

／　　　
　　　＼

�
　　キッチン

カー

／　　　　＼モルック
も登場！

／　　　　＼野菜の販売

子ども歌
舞伎

の上映＼　　　
／

音楽の演奏＼　　�������　／

【　概　要　】【　概　要　】
実施期間　●　�2022 年 8月 25 日〜 8月 28日　　　　　実施期間　●　�2022 年 8月 25 日〜 8月 28日　　　　　実施期間　●　�2022 年 8月 25 日〜 8月 28日　　　　　実施期間　●　�2022 年 8月 25 日〜 8月 28日　　　　　

（計 4日間）
実施場所　●　北区篠路３条７丁目内の空き地実施場所　●　北区篠路３条７丁目内の空き地
実施内容　●　�可動テーブル、可動椅子を設置した広実施内容　●　�可動テーブル、可動椅子を設置した広

場空間づくり、キッチンカー、組立て場空間づくり、キッチンカー、組立て
和室ワークショップ、地域住民・団体和室ワークショップ、地域住民・団体
等による展示・体験・交流・出店等による展示・体験・交流・出店

実施主体　●　札幌市

Vol. ２は、地域からのアイデアを踏まえてコンテンツを増やしつつ、より地域
との関わりを増やした企画として令和４年夏に実施しました。全４日間で延べ約
８５０人の方に来場いただき、キッチンカーを中心にワークショップや活動・展示
など多様なコンテンツの利用がありました。
空間を通してできる交流・体験の場や、コミュニティの形成や地域の伝統文化な
どを発信・継承する場の必要性なども再認識することができました。
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図　憩いの場のイメージ

市有地Ａ・Ｂ・Cは、東エリアのまちづくりの方向性を踏まえ、住みたくなる・住
み続けたくなるまちとなる魅力の創出や、地域の活力向上が求められます。土地利用
の具体化にあたっては、民間活力を導入しながら、地区の魅力創出と活力向上により、
関係人口や定住人口増加につながる利活用の展開を目指します。
市有地の一部は早期に土地利用が可能で、駅前や地域全体にまちづくりの効果が波
及するような機能の導入が求められます。機能の導入に際しては、地区のポテンシャ
ルが向上するような機能の誘致を優先します。また、市有地の民間活用にあたり、地
域交流拠点にふさわしい公共貢献の誘導に努めます。

【市有地の機能と地域貢献イメージ】

（２）市有地Ａ・Ｂ・Ｃ
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●			家族で利用できる商業・レジャー機能
●			子育て世代をサポートする／子育て世代が交流できる機能
●			就労者や学生等、若い世代を地域に呼び込める業務・教育機能
●			周辺環境と連携した医療・福祉機能
●			多世代の健康増進に寄与する機能
●			オープンスペースなどの広場・交流機能
●			居住機能など周辺と調和のとれる機能　	 	 	 	 	 など

●			憩いの場の創出
							例：地域住民も利用できるカフェや屋外休憩スペースの設置など

●			地域イベントへの参加・協力を通じた地域交流の
促進

							例：駐車場のイベント活用・地域住民が参加できるイベントの実
施など

●			その他社会貢献活動・地域との連携など

まちに活力を生む業務・教育機能
家族で利用できる商業機能

[検討事項 ]
●			周辺環境との連携・調和（特に市有地 Aは、既存の福祉・保育施設等の環境）に配慮した土地
利用

●			土地利用計画制度の適切な運用（現在、市有地の用途地域は「第一種低層住居専用地域」、「第一種
住居地域」となっていますが、本計画で定めるコンセプトに基づく多様な機能集積、高度利用を検討）

期待される機能

民間活用に当たっての公共貢献例

中心となる機能中心となる機能

期待される機能

民間活用に当たっての公共貢献例
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官民連携のまちづくりには、民間活力を導入しながら地域の想いを実現して
いくことが重要です。実現性を高めるために、民間事業者へのヒアリング等を
行いながら検討を進めています。
篠路駅周辺地区は住宅地であり、小規模な商業や住宅系のニーズの他、医療
系のニーズが確認されています。既存の福祉施設などと連携したまちづくりや、
職住近接の業務系などの土地利用の展開も期待できます。
今後も必要に応じてサウンディング調査（民間事業者との意見交換等を通し、
事業に対して様々なアイデアや意見を把握する調査）を継続し、まちづくりに
寄与する土地利用の可能性を検討していきます。

図　市有地Ａ・Ｂ・Ｃ

上篠路公園
●　

●
篠路高洋
保育園

●篠路出張所
●篠路小学校

●篠路はまなすクリニック

●スーパーアークスノース

●
五ノ戸の森緑地

●篠路神社

柏葉荘
●

●
篠路中央保育園

●グリーンピア篠路

篠路コミュニティ
センター
●　

●　篠路駅前南公園

土地区画整理
事業区域

市有地Ａ

市有地Ｂ

市有地Ｃ

横新道

篠路駅東通

篠
路
通篠
路
駅
中
央
通
（
花
畔
札
幌
線
）

旧
琴
似
川

半径800m

半径400m
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篠路駅周辺地区のまちづくりに関する
サウンディング調査

- column -
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（３）土地利用方針図

西エリア

東西の回遊性

駅前エリア（重点エリア）
暮らしに必要な機能と人々の交流機能により魅力的な　　　駅前を演出

●			生活利便施設などの立地により、駅周辺の利便性を向上
●			地域のコミュニティ形成に寄与する交流空間を創出
●			地域の資源を活かした活動・取組の醸成

コンセプト

エリアの
役割

中心となる機能

実現に向けた展開

検討事項

期待される機能

東８丁目・篠路通を中心に既に土地

利用が進んでおり、今後も民間活力

による機能集積が期待されるエリア

●			社会基盤整備（歩道・道路・鉄道高
架）による東西市街地の移動円滑化、
駅前の顔づくりの実施

●			駅前の生活利便性を向上する商業機能
●			地域コミュニティの拠点となる交流機能

●			地区の玄関口である駅前街区は、地権者と協働しなが
ら、商業機能・交流機能の導入を促す

●			地域交流拠点等開発誘導事業等の活用
●			立地適正化計画や市有建築物の管理に関する
基本方針を考慮したまちづくりの総合的検討

沿道商業ゾーン 利便・　　交流ゾーン駅へのアクセス性向上

歩行者動線

中心となる機能

期待される機能

●			まち　　　に活力を生む業務・教育機能
●			家族　　　で利用できる商業機能

踏切撤去・

駅前街区の利活用
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●		家族　　　で利用できる商業・レジャー機能　❶❸
●			子育　　　て世代をサポートする／子育て世代が交流できる機能　❶❷❸❹
●			就労　　　者や学生等、若い世代を地域に呼び込める業務・教育機能　❶
●			周辺　　　環境と連携した医療・福祉機能　❶
●			多世　　　代の健康増進に寄与する機能　❶
●			オー　　　プンスペースなどの広場・交流機能　❶❷❸❹
●			居住　　　機能など周辺と調和のとれる機能　❶		

など

●			買い物施設や飲食店などの商業機能　❶❸❹
●			多世代が集まり交流できる機能　　　❶❷❸❹
●			生活利便性の高い駅前居住機能　　　❶❸
●			交流の拠点にふさわしい地域の情報発信機能❷❸❹❺

など
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（３）土地利用方針図

駅前エリア（重点エリア）
暮らしに必要な機能と人々の交流機能により魅力的な　　　駅前を演出

●			生活利便施設などの立地により、駅周辺の利便性を向上
●			地域のコミュニティ形成に寄与する交流空間を創出
●			地域の資源を活かした活動・取組の醸成

利便・　　交流ゾーン

市有地Ａ・Ｂ・Ｃの利活用

東エリア（重点エリア）

中心となる機能
実現に向けた展開

検討事項

期待される機能

多様な機能の集積により多くの人々が活動し、地域の活力源となるエリア

●			住みたくなる・住み続けたくなるまちとなるための魅力の創出
●			多様な活動と生活の受け皿となり、地域の活力を向上

●			まち　　　に活力を生む業務・教育機能
●			家族　　　で利用できる商業機能

●			地区の魅力創出・活力向上により関係人口・定
住人口増加につながる利活用を、民間活力等を
導入して展開

●		地域のまちづくりへの公共貢献等を誘導

●			周辺の環境との連携・調和（特に市有地 Aは、
既存の老人・児童福祉施設等の環境）に配慮し
た土地利用

●			土地利用計画制度の適切な運用

にぎわい・交流・福祉
・複合ゾーン

歩行者動線

車道・歩道拡幅

道路拡幅による交通円滑化

コンセプト

エリアの
役割
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●		家族　　　で利用できる商業・レジャー機能　❶❸
●			子育　　　て世代をサポートする／子育て世代が交流できる機能　❶❷❸❹
●			就労　　　者や学生等、若い世代を地域に呼び込める業務・教育機能　❶
●			周辺　　　環境と連携した医療・福祉機能　❶
●			多世　　　代の健康増進に寄与する機能　❶
●			オー　　　プンスペースなどの広場・交流機能　❶❷❸❹
●			居住　　　機能など周辺と調和のとれる機能　❶		

など

❶～❺は P37 に示すまちづくりに必要な視点
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４ー２　段階的な整備とまちづくり活動の連動
今後、人口減少が予測される中、北区北部３地区を支える地域交流拠点にふさわし
い機能誘導のためには、まちづくりの機運を徐々に高めていくことが求められます。
また、現在の土地利用状況、社会基盤整備の進捗状況より、街区ごとに利活用が可
能な時期が異なることから、適切な時期での土地利用を検討します。

以上を踏まえたまちづくりの展開は、土地利用状況や社会基盤整備の進捗に応じた
適切な時期と先行する開発や社会基盤整備の効果を見極め、段階的に整備を行うこと
によってまちづくりの効果の最大化を目指します。
具体的には早期に利活用可能な市有地Ａ・Ｃを先行し、その後市有地Ｂ・駅前街区
の利活用を検討します。
また、土地利用の検討と併せて地域主体のまちづくり活動の醸成を進め、両輪でま
ちづくりを展開することを目指します。将来的にはこれらのまちづくりが駅前エリア
や東エリアの全体に波及し、さらに地区全体へ波及することが期待されます。
土地利用の具体化に向けて地権者や関係団体等との協議・調整を進めるとともに、
サウンディング調査等の継続により、まちづくりの方向性の実現と、その時点の社会
環境に応じた事業者の知識や技術、強みを活かすことができる土地利用を検討します。
また、地域主体のまちづくり活動との連携や整備される公共空間の管理・運営への参
画などの官民連携の手法を検討します。

駅前街区 市有地Ａ・Ｃ 市有地Ｂ

民有地であり、土地活
用が行われています。今
後の利活用には、本計画
策定後、地権者の理解と
協力を求めていくことが
必要です。

部分的に周辺施設によ
る暫定的な利用がされて
いますが、まとまった未
利用地があり早期に利活
用が可能です。

地域運営によるパーク
ゴルフ場として利用され
ており、運営団体の意向
を踏まえて活用可能性を
検討します。

駅前街区 市有地Ａ・Ｂ・Ｃ

現在、土地区画整理事業が進行中で
す。道路整備事業により幹線道路から
のアクセス性の向上が期待されます。
また、駅高架下には自由通路が整備
されます。

鉄道高架や道路拡幅により、市有地
Ａ・Ｂ・Ｃへの交通円滑化が図られま
す。また、市有地Ｂは、横新道への接
道条件が良好であり、道路の交通円滑
化による波及効果が高い街区と考えら
れます。

社会基盤整備の進捗

土地利用の状況
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図　段階的整備とまちづくり活動の連動

市有地Ａ・Ｃ 市有地Ｂ・駅前街区

地区のポテンシャル向上
につながる利活用

まちづくりの進捗等に応じた
柔軟かつ最適な活用方法の検討

今後の周辺の土地利用の需要を誘発
する機能立地が計られるよう、具体化
に向けた検討を進めます。

地権者、関係団体等と本計画の考え
を共有し協議を行いながら、市有地
Ａ・Ｃの利活用や社会基盤整備の進捗
等に応じた土地利用の検討を進めま
す。

[検討事項]
• 本計画に即する機能立地の具体化
（例：開発支援策、企業誘致、事業者公募な

ど）

• 地域住民やまちづくり活動との連
携

• 公共貢献の誘導・調整（例：条件付き
の契約・公募要領など）

[検討事項]
• 地権者や関係団体等との協議（パー
クゴルフ場などの動向を見据えた活用検討）

• 地域住民やまちづくり活動との連
携

• 公共空間の管理・運営に民間活力
を活かす手法の検討・具体化

各段階の検討事項

また、段階的にまちづくりを進める中で、先行し
たまちづくりの内容のフィードバックや社会情勢の
変化などで、まちづくりの方向性や展開方法の変更
を求められることが考えられます。そこで、PDCA
サイクル（PLAN: 計画、DO: 実行、CHECK: 評価、
ACTION: 改善）を実行しながら取組を継続・発展
させ、将来像の実現を目指します。

PLAN

CHECK

DOACTION

図　PDCAサイクル
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４ー３　地域主体のまちづくり活動

４ー４　協働のまちづくり

地域主体のまちづくり活動により交流・にぎわいの場が実現されることを目指し、
社会実験などを通じ、まちの機運醸成を行います。
機運醸成の段階では、活動可能性のある内容や課題等の検証を行い、空間活用のル
ールづくり等に反映すると共に、多様な担い手による将来のまちづくり体制の構築に
向けた支援を行います。

本計画策定後の土地利用、地域主体のまちづくり活動の実現及び今後の社会情勢の
変化等への柔軟な対応のために、地域住民、事業者、行政にて本計画で定めるまちづ
くりの考え方を共有し、連携による協働のまちづくりを進めていきます。

図　まちづくり活動の展開イメージ

図　連携による協働の考え方

●			地域のまちづくりに資する開発を行う
（特に駅前・市有地）

●			地域の活動、取組を支援する
●			地域と共に、魅力を高める活動・取組
を継続していく

●			様々な場所・アイデアで地域の魅力を高
める活動・取組を展開していく

　　（社会基盤整備や駅前・市有地の開発な
　　どに伴い創出される新たな空間も活用）

●			社会基盤整備を進める
●			民間企業などと連携し、市有地、駅前
への機能集積を進める

●			地域の活動、取組を支援する

事業者 行政連携

地域住民

連携

空間活用の検討 活用ルールの整備

市有地・駅前街区の土地利用

まちづくり
計画策定

活動や活用の
アイデア取りまとめ

交流・にぎわいの
場の実現

地域主体での
継続的な実施

将来に向けた
機運醸成

社会実験等
を通じた
実験・検証

体制構築

ルールづくり等に反映
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